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新
し
い
被
保
険
者
証
（
以
下
、
保
険
証
）

は
７
月
上
旬
か
ら
、
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し

ま
す
。
新
し
い
保
険
証
（
青
色
）
は
、
８
月

か
ら
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
旧
保
険

証
（
ピ
ン
ク
色
）
は
７
月
31
日
ま
で
ご
使
用

し
て
い
た
だ
き
、
８
月
に
入
っ
て
か
ら
市
に

返
却
す
る
か
個
人
で
細
か
く
裁
断
し
た
う
え
、

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

不
在
な
ど
で
保
険
証
を
受
け
取
れ
な
か
っ

た
と
き
は
、
ピ
ン
ク
色
の
不
在
連
絡
票
が

投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、
筑
紫
野
郵
便
局
〈
☎

（
９
２
２
）
６
０
０
２
〉
に
連
絡
し
、
再
配
達

を
依
頼
す
る
か
、
不
在
連
絡
票
・
認
め
印
・

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
準

備
の
う
え
、
筑
紫
野
郵
便
局
で
受
け
取
っ
て

く
だ
さ
い
（
筑
紫
野
郵
便
局
に
連
絡
し
、
市

内
の
郵
便
局
で
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま

す
）。
な
お
、
再
配
達
の
場
合
は
、
受
付
日

の
翌
日
配
達
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
筑
紫

野
郵
便
局
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

不
在
に
よ
り
お
渡
し
で
き
な
か
っ
た
保
険

証
は
、
７
月
16
日
㈪
ま
で
筑
紫
野
郵
便
局
で

保
管
さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
市
役
所
へ
返
却
さ

れ
ま
す
（
市
役
所
に
返
却
さ
れ
る
ま
で
１
～

２
日
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。
市
役
所

で
受
け
取
る
場
合
は
、
認
め
印
と
顔
写
真

付
き
の
身
分
証
明
書
を
持
参
し
、
１
階
４
番

窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
別
世
帯

の
人
が
来
ら
れ
た
場
合
は
、
お
渡
し
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
は
簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
し
ま
す

が
、
居
住
確
認
の
た
め
「
転
送
不
要
」
扱
い

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
郵
便
局
に
転
送
届

（
転
居
届
）
を
提
出
し
て
い
て
も
届
き
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
は
、
所
定
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
国
保
年
金
課
（
☎
内

線
３
１
２
・
３
１
３
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
に
つ
い
て
、
昨

年
度
ま
で
は
保
険
証
と
別
に
高
齢
受
給
者
証

を
交
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
４
月

以
降
、
新
た
に
交
付
す
る
高
齢
受
給
者
証
は

保
険
証
と
一
体
化
さ
れ
ま
し
た
。
８
月
以
降

は
保
険
証
１
枚
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
未
納
が
あ
る
と
、
保

険
証
の
更
新
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
期
限

ど
お
り
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
税
課

の
納
税
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

場
所　

納
税
課
（
☎
内
線
３
３
４
・
３
３
５
）

・
市
役
所
１
階
11
番
窓
口

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
薄
い
黄
色
ま
た

は
桃
色
）・「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」（
青
色
ま
た
は
紫
色
）
は
毎
年
８

月
１
日
に
更
新
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
交
付

を
受
け
て
い
る
人
に
対
し
て
、
７
月
初
旬
に

更
新
申
請
の
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
７

月
13
日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
新

し
い
認
定
証
を
７
月
末
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
区
分
は
平
成
30
年
度
住
民
税

の
課
税
状
況
に
よ
っ
て
判
定
す
る
た
め
、
所

得
の
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
世
帯
の
異

動
に
よ
っ
て
は
所
得
区
分
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

新
た
に
限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
希

望
す
る
人
は
、
市
役
所
窓
口
で
の
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
70
歳
以
上
の
人

で
「
一
般
」
世
帯
ま
た
は
「
現
役
並
み
Ⅲ
」
世

帯
に
該
当
す
る
人
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
所
得
の
申
告
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
税
に
納
め
忘
れ
が
あ
る

場
合
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

　　

現
在
お
持
ち
の
、
は
り
・
き
ゅ
う
受
療
証

の
有
効
期
限
は
平
成
30
年
７
月
31
日
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
受
療
証
が
必
要

な
人
は
７
月
２
日
㈪
以
降
に
市
役
所
１
階

４
番
窓
口
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
は
り
・
き
ゅ
う
受
療
証
の
申
請
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

⑴
新
し
い
保
険
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵
認
め
印 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　

国
保
年
金
課　

国
保
年
金
係
（
☎
内
線
３
１
２・
３
１
３
）

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
を

郵
送
し
ま
す

限
度
額
適
用
認
定
証
年
次
更
新
の

実
施

納
税
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す

は
り
・
き
ゅ
う
受
療
証
の
申
請
も

お
忘
れ
な
く
！

高
齢
受
給
者
証
が
保
険
証
と
一
体
化

さ
れ
ま
し
た

被保険者証兼高齢受給者証


